
都道府県コード 380008

平成 年度28

愛媛県 事業計画



１．今年度に都道府県及び市町村が実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

２．消費者行政予算及び今年度の支出等額 （単位：千円）

↑常勤化、定員増反映後

↑常勤化、定員増反映後

３．消費生活相談員養成事業

人

人日

人

人日

※「支出等」には、地方消費者行政活性化基金の取崩しを含む。

都道府県予算

管内市町村予算総額

事業計画【総括表】

-                         

31,338                 

平成 28 年度 愛媛県

３.消費生活相談員等レベルアップ事業

-                               

7,383                         18,956                       

７.消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法定受
託事務

事業名（事業メニュー）

-                               

１.消費生活相談機能整備・強化事業
※都道府県は被災４県のみ

-                               

２.消費生活相談員養成事業

71,938                                                           

31,934                       

2,813                         2,813                   

-                               -                               -                         

-                         

35,343                       

142,522                                                         

22,182                       

26,339                 

3,822                         

都道府県

-                               

合計

-                         

市町村

-                               

③参加自治体

消費者行政予算総額

70,584                                                           

-                               

合計

①参加者総数

法人募集型

自治体参加型

管内全体の研修参加

47%

③実地研修受入自治体

実施形態

②年間研修総日数

②年間研修総日数

①参加者総数

５.市町村の基礎的な取組に対する支援事業

６.地域社会における消費者問題解決力の強化に関す
る事業

9,156                         

47%

67,277                                                           

47%

支出等額（先駆的事業（交付金）を除く。）

支出等割合（先駆的事業（交付金）を除く。）

支出等割合

支出等額

47%

４.消費生活相談体制整備事業

うち、先駆的事業

67,277                                                           

6,787                   2,965                         

67,277                 



１．都道府県が実施する推進事業及び活性化事業（交付金等） （単位：千円）

事業概要 28年度
本予算

26,940 3,595 

1,793 

都道府県実施事業分

事業名（事業メニュー）

- 

17,116 1,871 

661 960 

5,103 

2,267 

対象経費事業経費

交付金等対象経費

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

研修の開催に必要な講師謝金、講師旅費、教材作成・
購入に係る経費

764 

7,383 
県内市町相談窓口の支援及び法施行体制の強
化【交付金】

2,201 

4,808 合計 35,343 

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡
充）※被災４県のみ

764 

546 

2,280 

580 

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開
催）

管内の相談員等を対象としたスキルアップ研修の
開催【基金】

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参
加支援）

相談員等の国民生活センター主催研修等への参
加支援（拡充部分）【基金】【交付金】

⑯消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

2,813 

法執行の強化及び事業者の表示適正化等のため
の講演会の開催【交付金】

2,331 538 

19,851 864 

旅費、講師謝金、講師旅費、会場賃料、会議費、教材
作成・購入費、資料印刷代、教育展示委託料、研修委
託料、番組放送委託料等、消費者教育・啓発に必要な
経費

- 

別表１

⑨消費生活相談体制整備事業

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業
県内市町の相談体制及び消費者教育推進に係る
支援【交付金 】

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト
等）※被災４県のみ

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）※被災４県のみ

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）※被災４県のみ

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

- 

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

- 

研修に参加するために必要な旅費、受講料

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

報酬、共済費、費用弁償、時間外勤務手当

県内市町の相談窓口支援のための旅費、燃料費,消費
者教育推進専門員の報酬、共済費、費用弁償、時間外
勤務手当、

法執行強化：旅費、燃料費、公用車リース料等法執行
強化に必要な経費、講演会開催：講師謝金、講師旅
費、資料作成費、会場賃料、郵便代等講演会開催に必
要な経費

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

消費者啓発・消費者教育の強化（出前講座専門
家派遣、教員向けセミナー開催、高齢者等の見守
りネットワークの啓発強化、消費者相談人材養成、
消費生活教育展示、テレビ等による啓発情報発
信、等） 【交付金】【基金】



２．都道府県が実施する推進事業及び活性化事業の詳細

市町からの電話照会への対応。

県消費生活相談員2名の拡充（21～）。法執行強化のため事業者指導専門員2名の設置（23～）。

行政職員による対応。

新たに法執行強化のため、事業者指導専門員による事業者指導を強化（23～）、事業者の表示の適正化等のための講演会の開催(26～).

県相談員等が県内の市町相談窓口を訪問し、助言等を実施。消費者教育推進専門員の配置（28～）

県消費生活センターを会場とした消費者の日記念集会、愛媛大学との連携による消費生活講座、職員による出前講座等の開催、センターホームペー
ジ、メールマガジン、生活関連情報紙による周知等を実施。

高齢者等の見守りの重要性を訴えネットワークを強化するための「悪質商法被害防止見守りネットワーク強化事業（22～）(27からは、「悪質商法被害防止
見守り強化事業）」として、県内4地区での研修会及び県下全体での活動報告会を開催。専門家による出前講座を大幅に拡充（一般消費者対象：21～、
小・中学生対象：27～）。新たに教育委員会等と連携し「消費者教育教員向けセミナー（22～）」を開催。新たに消費生活審議会を活用し、消費者教育推
進法に基づく取組を推進(H25～)。新たに地元メディア（テレビ等）を活用した広告による情報発信（21～）を拡充。　消費者団体等から提案を募集し、提
案団体に事業委託(23～)、消費生活相談員の資格取得を目指した講座の開催、消費生活センターの教育展示のリニューアル等により、消費者教育・啓

発の強化を図るとともに、地域社会における消費者問題解決力の強化を行う。

県消費生活相談員６名を配置。法執行を担当する専門の指導員の配置なし。

管内の消費者行政担当者を対象に年１回開催。

相談員のうち３名、各1回の県外研修への参加支援。

県消費者行政担当者が複数回、県外等開催の研修参加支援に拡充。

（既存）

（強化）

⑯消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

（既存）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）※被災４県のみ

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

（強化）

基金条例制定時の事業・機能と強化を図ろうとする事業・機能

相談員等を対象として、毎月１回専門献酒開催（拡充）。なお、既存の「担当者研修」は、21年度から「初任者研修」に変更して実施。

⑦消費生活相談員等レベルアップ事業（研修開
催）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）※被災４県のみ

①消費生活相談機能整備・強化事業（増設・拡
充）※被災４県のみ

（既存）

（強化）

（既存）

（既存）

⑧消費生活相談員等レベルアップ事業（研修参
加支援）

（既存）

（既存）

（強化）

事業名

（強化）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト
等）※被災４県のみ

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組） （強化）

⑨消費生活相談体制整備事業
（既存）

⑤消費生活相談員養成事業（研修開催）
（既存）

（強化）

⑥消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

（既存）

（既存）

（既存）

（強化）

⑮地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

（既存）

⑭地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

（既存）

（強化）

（強化）

（既存）

（強化）

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

（強化）

（強化）

⑩市町村の基礎的な取組に対する支援事業



３．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（都道府県分。該当する場合に記載）

４．消費生活相談体制整備事業（都道府県分。該当する場合に記載） ５．市町村の基礎的な取組に対する支援事業

人 人時間／年 人 人時間／年

人 人

人 千円 人 千円

６．地方消費者行政推進事業実施要領別添２第２及び地方消費者行政活性化基金管理運営要領別添２第２に係る特例

対象人員数計

有

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

1        

対象人員数
（報酬引上げ）

前年度における首長表明の有無

2,510      

1,508  

前年度における雇止めの有無 無

年間実地研修受入総日

1        

法人募集型

追加的総費用

追加的総業務量（総時間）

人

人日人日

追加的総業務量（総時間）

2        2,604      

参加者数

対象人員数計 追加的総費用

2,418  

年間研修総日数

研修参加・受入要望

対象人員数
（報酬引上げ）

2        

実施形態

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

2        

実地研修受入人数人

自治体参加型



１．管内の市町村が実施する推進事業及び活性化事業の総額（交付金等） （単位：千円）

合計 39,100 28,866 - 3,068 

⑭消費者安全法第46条第２項の規定に基づく法
定受託事務

⑬地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先進性・モデル性の高い事業）

⑫地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（先駆的事業）

⑪地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（事業者指導や法執行等）

悪質商法被害等の注意喚起広告の掲載、消費者教室
の拡充、啓発資料の購入、法律専門家等による相談会
の開催等

⑩地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（地域の多様な主体等との連携の強化
を図るための事業）

上島町 70 70 消費者見守りネットワーク研修会開催

⑨地域社会における消費者問題解決力の強化に
関する事業（消費者の安心・安全を確保するため
の取組）

松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜
市、伊予市、四国中央市、東温市、上島町、久万
高原町、松前町、砥部町、内子町、伊方町、鬼北
町

9,282 9,086 

消費者行政担当者が消費者行政に係る研修に参加す
ることを支援

⑧消費生活相談体制整備事業
松山市、今治市、八幡浜市、新居浜市、西条市、
大洲市、西予市、東温市、久万高原町、松前町、

砥部町、内子町、松野町、鬼北町、愛南町
25,921 15,908 3,048 

消費生活相談員の配置・増員、勤務日数の拡大、報酬
引上げ

⑦消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修参加支
援）

松山市、今治市、宇和島市、八幡浜市、新居浜
市、大洲市、伊予市、四国中央市、西予市、上島
町、久万高原町、松前町、砥部町、内子町、松野
町、鬼北町、愛南町

3,827 3,802 20 

⑥消費生活相談員等ﾚﾍﾞﾙｱｯﾌﾟ事業（研修開催）

⑤消費生活相談員養成事業（研修参加支援）

④消費生活相談機能整備・強化事業（苦情処理
委員会）

③消費生活相談機能整備・強化事業（商品テスト）

②消費生活相談機能整備・強化事業（専門家の
活用）

概要28年度
本予算

27年度
補正予算

基金
（交付金相当分）

①消費生活相談機能整備・強化事業（新設・増
設・拡充）

別表２ 管内市町村実施事業分

事業名（事業メニュー） 実施市町村 事業経費

交付金等対象経費計



２．消費生活相談員養成事業の参加・受入要望（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

３．消費生活相談体制整備事業（管内市町村分合計。該当する場合に記載）

人 人時間／年

人

人 千円20      1,215      

対象人員数
（報酬引上げ）

4        

対象人員数計 追加的総費用

対象人員数
（勤務時間、日数等の拡大）

追加的総業務量（総時間）

16      14,704 

人

年間研修総日数 人日 年間実地研修受入総日 人日

研修参加・受入要望

参加者数 人 実地研修受入人数

実施形態 自治体参加型 法人募集型



１．今年度の推進事業支出予定額 ２．今年度の基金取崩し予定額

　 　

３．消費者行政予算について（１）

81,415            千円

千円62,116            

千円-                   

41,545             

千円

千円

千円

千円

12,973             

25,749            千円

-7,305            

千円

59,972            

5,161             

千円

千円 -                   

40,004             -1,541             

千円

2,329              

6,958              

-                    

千円

千円

-                    

千円

千円

千円

-1,797             

千円 71,938             

千円

千円

千円

千円

44,907             

千円

-20,278           千円

千円

千円

千円 70,584             

千円

千円

千円

千円

千円

28,385             

千円

75,276             

68,255             

千円

千円

142,522          

別表３ 交付金等の管理等

うち都道府県分

うち管内の市町村合計

千円

千円

千円

交付金分

①都道府県の消費者行政予算

千円

55,519             うち交付金等対象外経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象経費

千円

うち先駆的事業 千円

75,245            

143,531          -1,009            千円

6,663              千円

うち都道府県分 3,595              千円

千円

平成20年度

55,519             千円

千円 35,343             

前年度 今年度

千円

②管内の市町村の消費者行政予算総額

27,031             千円

82,550            千円

千円

27,031             千円

うち交付金等対象外経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象経費 千円

千円

うち交付金等対象の賃料、人件費等

千円

対平成20年度

15,065             

千円

千円

18,956             

千円

千円

千円

千円

千円

千円

26,339            千円

対前年度

千円

千円

千円

千円

千円 -                    

-4,629             

千円

千円

千円

-6,170            千円

590                千円

-                   千円

267                 千円

千円

千円

31,934             

-3,338             

千円 18,689             千円

7,383              323                 

千円

33,731             

35,241             39,870             

千円

うち交付金等対象外経費

うち交付金等対象の定数内職員の時間外勤務手当

うち交付金等対象経費

③都道府県全体の消費者行政予算総額

うち交付金等対象の賃料、人件費等

82,550            

60,614             

31,748             

28,866             

うち交付金等対象の賃料、人件費等

うち管内の市町村合計

交付金相当分

7,060              

3,068              

千円 千円 千円

うち先駆的事業 千円 千円 -                    千円

うち先駆的事業 千円 -                   千円

千円

千円

千円

-                   千円

千円 千円

67,277            

-                   



４．消費者行政予算について（２）

↓先駆的事業（交付金分）を除く支出割合

％

44 ％

50

②定数内の消費者行政担当者数（今年度末時点）（想定）

47

千円

40,004             

③定数内の消費者行政担当者の人件費（想定）

④③を含めた交付金等対象外経費

⑤消費者行政予算総額に占める交付金等支出割合

うち都道府県

千円

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

うち都道府県

うち管内市町村

％

35,241             

人

50

75,245             

千円

①定数内の消費者行政担当者数（平成20年度末時点） -                    人

うち都道府県 人

-                    

うち管内市町村 人

％

％44

-                    

千円

千円

47 ％

人

人

千円



６．都道府県の消費生活相談員の配置について

７．今年度の都道府県の相談員の処遇改善に向けた取組

相談員総数

相談員数

相談員数

相談員数

千円

千円

千円

前年度末の基金残高（交付金相当分） 10,210                             

3,558                               

11                                   

人

今年度末の予定基金残高（交付金相当分）

今年度の基金取崩し予定額（交付金相当分）

今年度の基金運用収入予定（交付金相当分）

206,441                           設置当初の基金残高（交付金相当分）

人8            8            

8            

②研修参加支援

人

③就労環境の向上

国民生活センター等が実施する研修会参加のための旅費を支援

千円

8            

6,663                               千円

④その他

処遇改善の取組

○

前年度末うち委託等の相談員

①報酬の向上

前年度末

前年度末

うち定数外の相談員

うち定数内の相談員

消費生活相談員の配置

相談員数

相談員数

具体的内容

相談員総数

相談員数 人

前年度末

人

人人

５．基金の管理

人

今年度末予定

今年度末予定

今年度末予定

今年度末予定



別添

自治体名 愛媛県

○実施要領及び運営要領別添１メニュー６「地域社会における消費者問題解決力の強化に関する事業」

事業の名称 事業区分 事業概要 支出予定額（千円） 関連事業の有無 備考
消費者の日記念事業

①

「消費者月間」及び「消費者の日」の広報の実施。
消費者の日記念事業における著名な講師の招聘等。 5,357 無

計 5,357

※メニュー６において実施する500万円以上の事業についてご記入ください。
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